
今回の次世代住宅ﾎﾟｲﾝﾄにおける注意事項

・今回の次世代住宅ﾎﾟｲﾝﾄ制度における申請書記載方法に関して、前回のH27年度補正予算で実施された「省エネリノベーション事業」とは
　（記載者欄への）申請書記載方法が若干変更されておりますのでご注意ください。

≪今回の申請書類における注意事項概要≫

機器販売業者（又はメーカー）が納品先（ユーザー

又は販売店又は施工業者等）へ機器を納品した

事を証明する物
販売店又は施工業者がユーザー宅に記載し

た対象製品を納品した事を証明する物

対象製品証明書

納品書

お客様
販売店

又は施工店

卸業者又は

販売会社又

はメーカー

同一社名では受理さ

れません

お客様名でも可

保証書記載の販売店名と

食い違っても可



■次世代住宅ポイント納品書記入方法について（エコキュートの場合）

まず製品同梱の保証書への記入内容の確認を行ってください。
（記入が無い場合は納入業者様又は施工業者様に記入をご依頼ください）

■保証書記載事項に関するご注意
●保証書には必ずお客様のご住所・ご氏名・電話番号の記載が必要です。　※①
●保証書には必ずお買い上げの年月日と販売店様名・住所・電話番号の記載が必要です。　※②
<上記の記載のないものは納品書への保証書コピー貼付があっても申請無効となりますので、必ずご確認ください。>

■コロナブランドの場合 ■セキスイブランドの場合

■納品書記入上の手順とご注意

※Ⅰ　納品先＝販売店様又は施工業者様等の納品先様名・同住所の記入
※Ⅱ　上記※Ⅰへ納品した販売事業者（販売会社又は卸業者又はメーカー）名・同住所・連絡先・担当者名の記入

注：保証書に記載されている販売店名と食い違っていても可
対象製品証明書の事業者情報欄と同一会社名(施行業者名)で提出すると受理されません

※Ⅲ　必要事項記載済みの保証書のコピーを貼り付け
※Ⅳ　記載されている形式番号に○印

上記※Ⅰ～※Ⅳまでが正確に記載及び貼り付けされていないと　受理されない可能性があります。

※Ⅰ
※Ⅱ

※②

※① ※①

※②

コロナ 太郎

123‐4567
新潟県三条市東新保７－７

0256‐00‐0000

新潟県新潟市〇〇市〇〇町０－０

〇〇管材 三条営業所
025‐00‐0000

27            3 15

※Ⅲ

※Ⅳ



■次世代住宅ポイント対象製品証明書の記入方法について（エコキュートの場合）
 ■下記対象製品証明書の記入に当たっては保証書の記載項目に従い、正確に記入してください。 『対象製品証明書』記入上の手順とご注意

※A　施工邸名（お客様・施主名）・同住所・施工完了日の記入
※B　元請け業者（施工業者名）・同担当者名・同住所・電話番号の記入
※B’　下請け業者名（別紙納品書発行者が元請業者ではなかった場合のみ）の記入
※C　施工業者様（販売店様）の押印
※D　電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート）の空欄にチェック印☑を入れる
※E　製品型番には下記保証書の事例から型式・型名の筆頭にある　※E印の部分の番号を正確に転記してください。

＜対象製品証明書最下部の記入上の注意事項を必ず守ってください＞
※F　メーカー名は下記メーカー保証書記載の名称を記載の事。
※G　それぞれの項目を確認してチェック印☑を入れる

上記※A～※Gまでを正確に記載されていないと　受理されません。

特に　※Eの記載を正確に行わないと受理されません

納品書からの製品型番・ブランド名転記事例

※E
左から順に詰め

て記入してくださ

い。

※F
保証書に記載さ

れている ブラン

ド名を記入してく

※A ※B

※C

※D

※B’

☑

※G

※B又は※B’へ転記

※Eへ転記※Fへ転記

※Aへ転記


